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Ⅰ．有担保コール取引の今後

Ⅰ－１．短資取引担保センターの今後について(取り纏めペーパー)

１． 議論の背景・経緯

○ 短資取引担保センター（以下担保センターという）の保守契約が 15 年 3 月末をもって

終了することが決定しており、担保センターを利用した有担保コール取引のあり方を議

論する必要があった。

○ そこで、短取研並びに 13 年 7 月に設置した新担保センター検討ＷＧにおいて本件につ

いて検討した。

２． 担保センターを利用した有担保コール取引の意義について

○ 下記諸点から担保センターを利用した有担保コール取引の現時点での存在意義は大き

い。

① 運用/調達の多様化

② 担保種類の拡大

③ セイフティネット的位置付け

④ 短資による取り手と出し手のミスマッチの補充による市場の円滑化

⑤ コンテンジェンシーとしての位置付け

⑥ 担保現物処理等に関する市場全体の安全性・効率性の向上

３． 昨今の市場環境の変化について

○ 有担保コール市場は最近 10 年間市場残高は漸減し、今年度のボトムの残高は 5 兆円程

度。

○ 日本銀行が 13 年 3 月からゼロ金利に金融政策を変更したこと及び、13 年 9 月以降短資

取引におけるコール刻み幅が 1/100％から 1/1,000％に変更したこともあり、短資取引

における利鞘・ブローカレッジが減少。

４． 日本銀行の意向

○ 担保センターの存続／廃止は市場参加者で判断すべき事項。但し、以下の点を十分配慮

して議論して欲しい。

○ 担保センターを廃止する場合は別途担保付の即日資金調達市場を整備する必要がある。

同様に、担保センターを存続する場合も、振決国債等（流動性・信用力の高い担保）を

利用した、担保付きの即日資金調達市場の整備にも併せて注力して欲しい。その場合は

日銀としても積極的にサポートする。
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○ 担保センターを存続する場合は、少なくとも短資ブローキングへのシステム対応を行う

他、下記の4点について改善し一段と洗練された市場となる様見直して欲しい。

① 約定書の改善

② 担保センターの障害時対応

③ 短資ブローキングを基本

④ 担保のリスク管理

５． 結論

○ 以上諸点を総合的に勘案し、短資各社は下記 2点を前提に現行担保管理システムにブロ

ーキング機能を追加し、15 年 4 月以降も担保センターを更新することを決定した。

① 市場参加者はランニングコストの一部を当面の間負担すること。但し、市場環境の変

化があった場合はこれを見直す。

② 市場参加者は本市場を維持・活用する努力をすること。

○ なお、ランニングコストの当面の間の具体的負担方式は、利鞘・ブローカレッジに含め

ることなど今後検討を重ね、固まり次第短資から短取研に報告する。

○ システムの進捗については、今後短資から短取研に定期的に報告する。

○ 日銀の担保センター継続にあたっての４つの要望については、基本的に個社（個別行）

がリスク管理のあり方として検討すべき点が多いが、短取研としても約定書の整備や担

保付の即日資金調達市場の整備等についてフォローする。

以上
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Ⅰ－２．短資取引担保センターの今後について（１０月短資報告）

平成 13 年 10月 2４日

市場参加者各位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                     短資協会幹事

東京短資株式会社

短資取引担保センターの今後について（１０月報告）

昨年１２月の短期金融市場取引活性化研究会においてご案内致しました、短資取引担保

センター（以下“担保センター”という）の平成１５年４月以降の対応につきまして、下

記の通りご報告させて頂きます。

記

１．　①ランニングコストを当面の間負担して頂くこと　②市場を先行き維持・活用する

努力をして頂くこと等を前提に、短資各社は、現行担保管理システムにブローキング

機能を追加して担保センターを更新することを決定致しました。

２．　尚、ランニングコストの当面の間の具体的な負担方式等につきましては、利鞘・ブ

ローカレッジに含めることなど今後検討を重ね、固まり次第ご報告させて頂きます。

以上
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Ⅱ．ＲＴＧＳ化後の市場慣行

Ⅱ－１．日中コール取引の市場活性化について

 日中コール取引の市場活性化の観点から、以下のように日中コール取引の標準物組成の必

要性について検討を重ねた結果、標準物を創設することとした。

１．日中コール取引創設の必要性

○ 日中コール取引のニーズの有無を知る上で、標準物の存在は意義が大きい。

○ 標準物の創設は日中コールマーケットの認知を高めることになり、審査部門・事務部門

等の体制整備を行内で行うことが容易になる。

○ 低金利下の現状において、標準物を創設することが即座に日中コール取引の活性化に繋

がるとは思われないが、今後市場環境が改善した際に備えて創設しておくことは有益で

ある。

２．日中コール取引の標準物

○ 安定的な資金繰りの観点から、当日約定当日受渡し取引（キャッシュ物）、当日約定翌

営業日受渡し取引（トムスタート物），当日約定翌々営業日受渡し取引（スポットスタ

ート物）の標準化。

○ 市場参加者がニーズのあると想定される標準物の時間帯は下記の通り。

＜標準物の時間帯＞－コール決済時間帯、オープン市場決済時間帯及び手形交換等の

時点決済を考慮した上、単純化した案。ＣＬＳに係る日中コール取引のニーズが不明

瞭であるため、ＣＬＳに係る標準物は今後の検討課題とする。

① ９：１０～１３：００  … コール取引の決済時間帯と手形交換決済時間(12：30)を考慮

②９：１０～１６：３０ … 一日もの

③１３：００～１６：３０ …オープン市場の決済時間帯と内国為替決済時間(16：15)を

                           考慮

【 ④１４：３０～１８：００過ぎ …   ＣＬＳに係る決済時間帯 】

○ 上記を標準物とするが、これ以外の時間帯で相対の取引ニーズにより取引を実施する

ことを阻害するものではない。

以上



5

Ⅱ－２．短資経由のコール取引の手形レスについて

○ 短資経由のコール取引については現状コール手形（一覧払いの約束手形）が発行さ

れているが、これを手形レスとすることについては、取引の成立とは無関係である

ことから問題ないと考えられる。

○ また、デリバリーリスク軽減・事務効率化の観点から市場活性化に繋がること、Ｄ

Ｄコール取引ではすでに手形レス取引が主流であること、及び米国や欧州において

も通常手形レス取引が行われていること、並びに RTGS 化後の市場の流れであるＳ

ＴＰ化・ペーパーレス化に沿ったものであることから、短資経由のコール取引の手

形レスを標準とすることの意義は大きいと考えられる。

  ＲＴＧＳ化後の市場慣行整備について本年度の研究会で検討してきたが、「短資経由の

コール取引の手形レス」についても検討すべきとの市場参加者からの強い要望があった為、

法的側面・税務面並びに市場活性化の観点から検討を重ねた。

１．法的側面について

○ コール取引は「金銭消費貸借契約」であると考えるのが通説である。金銭消費貸借契

約は要物契約であり、資金の取り手が出し手から金銭を受け取ることにより契約は成

立する。即ち、通説に従えば、コール手形の発行は取引の成立要件ではない。つまり、

手形レスの場合も、資金の授受によりコール取引は有効に成立する。

○ コール手形が発行される場合、手形の善意取得者等は簡易な手形訴訟手続により手形

金の支払を求めることが可能であるが、たとえ支払請求を認容する判決が出たとして

も、手形判決の場合、判決に不服な当事者が適法な異議申立をなしたときは、訴訟は

口頭弁論終結前の状態に戻って通常手続で審理、裁判が行なわれる。つまり、適法な

異議申立がなされる限り、手形判決がそのまま確定することはない。

２．市場活性化について

○ コール手形を発行する場合は手形を喪失するリスクがある。その様な事態に陥った場

合は公示催告・除権判決の手続が必要である。手形の券面には「コールマネー」との

表示もあり、喪失した手形を第 3 者が善意取得する可能性は極めて低いが、理論上は

全くリスクがないとは言い切れない。手形レス取引はこのようなリスクを回避できる。
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○ また、出し手は手形の保管管理が不要になること、取り手は手形発行事務がなくなる

こと、また短資は手形のデリバリー事務がなくなることを勘案すると、手形レス取引

は事務効率化に資する。

○ ＤＤコール取引やユーロ円取引等は通常手形レス取引であり、ＤＤコール取引やユー

ロ円取引と比較して短資経由のコール取引は事務管理上非効率事務である。従って手

形レス取引は非効率事務改善に資する。

○ 上記により手形レス取引は市場活性化に繋がる。

○ また、手形レス取引は RTGS 化後の流れである STP 化・ペーパーレス化に沿ったもので

ある。

３．結論

○ 短資経由のコール取引は相対取引でありその取引条件は相対で決定するものではある

が、法的側面において問題がないこと、及び市場活性化の観点から有効であることを

勘案すると手形レス取引が望ましい。

以上
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Ⅱ－３．短資取引におけるコール刻み幅について

 下記に記す現状認識の下、短資取引におけるコール刻み幅の見直しを実施する必要性につ

いて検討を重ねた結果、システム面を含めて実務的な観点からも市場参加者が各自の判断

で実施することについては特段の問題がないと結論づけた。

１． 現状認識

○ インターバンク市場取引要綱から抜粋

・ 取引ﾚｰﾄは、32 分の１％刻み及び 100分の１％刻みの併用とする。

・ 32 分の１％の刻みによる取引の場合のﾚｰﾄ呈示は、小数点以下は分母を 32 で固定し

た分数としてその分子のみを表明することとし、100 分の 1％刻みによる取引の場

合のﾚｰﾄ呈示は、小数点第 2 位までを呼称、最後にパーセントと表明することとす

る。

○ 現状認識

・ 実際の取引はインターバンク市場取引要綱に準じて行われている。

・ ゼロ金利下、100 分の 1％以下の刻み幅のビッドがある。

・ 日銀はオペの刻み幅を 100 分の１％から 1000分の 1％に変更済。

・ その他取引（ＤＤコール、ユーロ円等）は制限なし。

２． 論点

○ 短期金融市場全体の活性化の為、刻み幅を変更する必要があるか

○ 仮に変更するとして、その変更案は下記の通り。

・ 取引ﾚｰﾄの刻み幅を 32 分の 1％及び 1000 分の 1％とする。

・ 取引ﾚｰﾄの刻み幅の制限を撤廃する。

○ 変更する場合の留意事項は下記の通り。

・ 日銀はコール無担Ｏ/Ｎ取引の加重平均を公表しており、事前の説明が必要。

・ 情報ベンダーもコール無担Ｏ/Ｎ取引の加重平均を発表しており、事前の説明が

  必要。

３． 結論

○ システム面を含めて実務的な観点からも市場参加者が各自の判断で実施することに

ついては特段の問題がないとした。

以上
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Ⅲ．リコンサイル業務の円滑化

Ⅲ－１．統一リファレンス番号について

現状の備考コードで充分とは言えないものの大きな問題がなく回っていること、並びに本

件導入した場合のコストと効果を勘案すると、現時点での導入意義は小さいことから、現段

階での統一リファレンス番号の導入は時期尚早とした。

１． 前年度までの検討状況

（１）検討内容

○ RTGS 化後はオープンエンド取引・ネッティング取引の利用が活発化することが予想さ

れる。その場合入金内容のマッチングは現在よりも複雑化する可能性があり、マッチ

ング業務の効率化や、投信・生損保の決済・着金確認を迅速化するうえでも、取引確

認番号の活用は効果大。

（２）期待される具体的メリット

○ リコンサイル(入金確認・入金消し込み処理等)業務の円滑化

○ 代行決済業務における着金確認の迅速化（委託先への早期通知が可能）

○ 当座預金管理業務・決済代行業務の STP 化推進

○ 業務処理の迅速化による、RTGS 化後の短期金融市場の円滑化・安定化

２．本件に関する市場参加者の主な意見

○ 現段階での統一リファレンス番号の導入は時期尚早と考える。

○ 但し、将来の STP 化推進・市場全体の円滑化には必要不可欠であり、証券の統一決

済の状況等を踏まえた上、本件導入について引続き議論していきたい。

３．上記２．とした事由

○ 現状の備考コードで充分とは言えないものの、大きな問題がなく回っていること。

○ 本件導入した場合のコストと効果を勘案すると、現時点での導入意義は小さいこと。

以上
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Ⅳ．その他

日本銀行 御中                                                                                            平成 13 年 7 月 25 日

短期金融市場取引活性化研究会

Ⅳ－１．日 銀 ネ ッ ト に 係 る 要 望

項目 要 望 理由

Ⅰ．日銀ネット終了時刻

   の見直し

 内国為替延長時の国債系の

 延長

○ 現在内国為替決済時刻の延長時は日銀ネット当預系の延長を実施中であるが、国債系

についても併せて延長して欲しい。

○ RTGS 下では、資金決済と国債取引は関連性が非常に強く、どちらか一方の決済時刻

の変更はもう一方の決済に影響を与え、市場参加者が不測の流動性リスクに晒される

可能性が高いと考える。

Ⅱ．補完貸付制度の借入

   申込時限延長

 CLS 導入後の流動性対策 ○ CLS 導入後の流動性確保及び決済リスク低減の観点から、補完貸付制度の借入申込み

時限延長を希望する。

① 日銀ネット端末での各店

の取引履歴照会可能化

○事務効率化の観点から要望するもの。

（資金繰り管理部署が各店の入出金の移動を把握する為）

② 当座勘定同時処理完了通

知の CPU 接続

○事務効率化の観点から要望するもの。

Ⅲ．日銀ネット機能につ

   いて

③ 国庫金（交付金）の日銀当

預への入金時間帯の早期

化

○資金効率化の観点から要望するもの。



10

① 預金保険機構証書貸付債

権の与信担保適格対象化

○ 従来より要望している内容であるが、各業態からの要望が強い為、再度依頼するもの。

○ 信用面から適格担保として適当と考えられる。

② 交付税特会証書貸付債権

の与信担保適格対象化

○ 従来より要望している内容であるが、各業態からの要望が強い為、再度依頼するもの。

○ 信用面から適格担保として適当と考えられる。

③ 与信担保システムのCPU接

続

○ 従来より要望している内容であるが、各業態からの要望が強い為、再度依頼するもの。

○ 与信担保システムのCPU 接続は資金繰り・担保繰り上重要であると考えられる。

Ⅳ．担保について

④ 短期国債の償還日までの

共通担保利用制限撤廃

○担保繰りの観点から短期国債の償還日までの共通担保利用が望まれる。

Ⅴ．日銀オペについて ① 売出手形オペ資金決済方

法変更

○ デリバリーリスク削減の観点から現在の日銀小切手による決済から引落依頼電文等

へのシフトが望まれる。

② 売出手形オペにおける残

高証明書発行

○第三者による残高監査実施時に取引内容の正当性を提示する必要がある。

Ⅵ．その他 ① 新発債の時価公表の早期

化

○現在当日の午前中公表されているが、事務効率化の観点から前日の公表が望まれる。

② コールＯ／ＮＤＤ取引の

計数開示

○ 現在無担保コールＯ／Ｎの加重平均は発表されているが、コールＯ／ＮＤＤ取引は公

表されていない。

○ 短期金利の指標として、取引件数・量ともに増加中のコールＯ／ＮＤＤ取引の計数を

利用したいと考える。

③ 日銀当座預金における取

引先コードの電子データ

の提供

○ 事務効率化の観点及び事務リスク削減の観点から希望する。
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Ⅳ－２．利付金融債に係る短資取引担保登録社債等代用証書制度について

 日本銀行は平成 13 年 4 月 6 日付日銀業第 548 号において、利付金融債(以下利金債)が 13

年 3 月末をもって日銀の適格担保ではなくなったことを受け、代用証書を発行し得る債券と

して利金債を指定しないこととした。そこで、当研究会では上記がインターバンク市場へ与

える影響並びに、既存分の指定取消しの相当な予告期間について、市場参加者から意見を募

った。下記にこれに対する市場参加者の主要意見を示すと共に、市場参加者の意向を踏まえ

た日銀の対応を記す。

１． 今後の発行分は指定しないことのインターバンク市場取引への影響について

○ 現時点で市場全体として致命的な影響はないとの意見が多いが、以下の影響を懸念する

意見も多くの業態から寄せられた。

○ 担保繰りの選択肢が狭まる。

○ ＲＴＧＳ化後国債を始めとして日銀適格担保が共通担保にシフトされ資金調達用の担

保が不足しているため、円滑な資金繰りへ悪影響。

○ 市場参加者の利便性が低下。

○ 緊急時の流動性確保の手段として利用している市場参加者にとって、流動性確保の手段

が限定されてしまう。

○ 充分市場取引参加者等に周知徹底することが必要。

○ 日銀が指定しないのであれば、代わりのしくみを作ることが必要。

○本件に限らず、短期金融市場育成・活性化につき中央銀行としての一層の配慮を希望。

２．既存分の指定取消しの相当の予告期間について

○ 上記も踏まえ、最低でも６ケ月～1 年程度は必要との意見に加え、次のような意見が寄

せられた。

○ 既保有者のニーズがある以上償還まで。

○ 現に指定されている代用証書は、短資取引の担保として利用できるため現行の担保セン

ターが保守契約されている平成１５年３月末まで。

○ 代替案を検討し、それへの移行期間も含めるべき。

○ ペイオフ解禁までは各金融機関の流動性確保手段を狭めるべきでないこと年度資金計

画の変更は不都合なことから、２００２年３月までは必要。
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３．日銀の対応

○ 平成 13 年 7 月 2 日付日銀業第 910 号において、既に指定している利金債につき平成１

４年３月２９日限りでその指定を取り消すこと、平成 13 年９月６日付日銀業第１１３

９号において、総ての利金債につき信託関係を終了させる期限を平成１４年４月３０日

と定めた旨通知があった。

以上
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Ⅳ－３．ＣＬＳの概要並びに短期金融市場に与える影響について

　当研究会では今後開始予定の CLS の概要について、講師を招き勉強会を実施した。短期金

融市場へ与える影響が大きいため、引き続き当研究会としてもフォローしていくこととした。

Ⅳ－４．短期社債等の決済実務について

　当研究会では今後開始予定の短期社債等の概要について、講師を招き勉強会を実施した。

短期金融市場へ与える影響が大きいため、引き続き当研究会としてもフォローしていくとと

もに、今後市場慣行について検討していくこととした。

以上



資料１

平成 13 年 5月 24 日

【短取研資料】  

１．今年度の短取研において、研究・議論すべきテーマには何がありますか

短取研運営に関するアンケート調査回答集計

○ＲＴＧＳ化後の問題点並びに市場慣行の整備について

・ 日中コール市場活性化

・ 国債のフェイル確定後の資金運用・調達市場の整備、育成

・ 市場の活性化

・ ＣＬＳ開始に伴う市場への影響

・ コール取引における手形レス化の検討

・ 異なる投信口を跨るネッティングのスキーム

・ 付記電文付振替について

・ マーケット取引決済方法の多様化

・ 決済遅延した場合の取扱

・ インターバンク市場取引要綱の見直し

・ インターバンク市場取引要綱における取引レートの刻み幅の見直し

  ・レファレンスレートとしてのコールレート公表の整理

○ 有担保コール市場の今後について

・ 短資取引担保センターシステムの保守期限到来に伴う対応

・ 有担保コール市場の将来性についての議論（活性化策等）

・ ブローキング取引の事務フロー、システムの見直し

・ ブローキングネッティング取引の運用ガイドライン整備

・ 決済のＤＶＰ化

○ リコンサイル業務の円滑化

・ 備考ｺｰﾄﾞについて参加者要望の取り纏め

・ 短資約定確認システムについて

① オープンエンド・ネッティング区分の追加

② 非導入先とのコンファーム方法の統一及び導入促進

③ 送信時間の明確化

  ・リコンサイル業務の円滑化(備考ｺｰﾄﾞ漏れ、約定金額と決済金額不一致等)

  ・統一レファレンス番号について

○ その他

・新現先導入・ＣＰ電子市場における影響の検討

  ・マーケット規模縮小に伴うＴＩＢＯＲの指標性について



２．ＲＴＧＳ運営に関して日銀への要望事項は何かありますか

以上

○ 日銀ネットの終了時刻の見直し

・ 新発債発行日の時間延長の見直し(短縮、延長回数の減少)

・ 内国為替延長時の国債系の延長(当預系は延長)

・ 内国為替決済時刻(通常 16：15)と国債系入力締切時刻(通常 16：30)との間隔拡

大（30 分以上）

○日銀ネット稼動時刻の繰り上げ(内為開始時刻と開局時刻の相違)

○ 新発債の時価公表の早期化（前営業日）

○ 補完貸付制度の借入申込時限延長、ＣＬＳ導入後の流動性対策

○ 日銀ネット機能について

・ 自行の日銀ネット端末がダウンした場合のコンテンジェンシープランへの便宜

供与（振替依頼書の電子化及び電子媒体を利用した依頼方法の許容、振替依頼に

よる対象取引追加（付記電文付取引））

・ 日銀ネット端末での各店の取引履歴照会可能化

・ 現金手当て等の為の９時同時処理時点での振替

・ 国庫金（交付金）の日銀当預への入金時間帯の早期化

・ ネット照会手数料の見直し

・ 当座勘定同時処理完了通知のＣＰＵ接続

○ 日銀当座預金における取引先コードの受領方法についてのファイルベース化(現在

は紙ベース)

○担保について

・ 据置担保の共通担保化の早期実現（スケジュール等詳細の情報開示）

・ 共通担保を日銀本支店共通の担保として欲しい

・ 政府系機関(財務省・預保等)向け貸出債権の与信担保適格対象化

・ 日銀ネット「与信・担保システム」のＣＰＵ接続

・ 短期国債の償還日までの共通担保利用制限撤廃

○ 日銀オペについて

・吸収オペの長期化

・ 売出手形オペ資金決済方法変更

・ 売出手形オペにおける残高証明発行依頼

・ フェイル後の臨時オペスキームの検討

○ コールＯ/ＮＤＤ取引の計数開示

○ 新発債決済のＲＴＧＳ化についての早期実現（スケジュール等詳細の情報開示）

○ 日銀常代による海外中銀との決済ＲＴＧＳ化の早期実現

○ 次世代ＲＴＧＳの実現に向けたＳＴＰ対応の検討

○ 民間－公的機関取引におけるRTGS 化の検討

○ 米国ＧＳＣＣのような国債クリアリング決済機構の設立の検討

○ 国債取引の取引金額（1件 50億以下とする）についての再考

○ リオープン導入に伴う帳票「銘柄別払込予定額等通知」の出力時間前倒し(2 時間

程度)

○預り口及び代行決済先の国債ＤＶＰにおけるＩＴＣ機能付与



資料２

短資取引担保登録社債等代用証書制度について

１．概要

  発行金融機関は、制度の参加業者から登録社債等の信託譲渡を受け、自らを受託

者とする信託登録を行った上で、社債等代用証書を発行。

２．代用証書の用途

  コール担保、手形売買担保、日本銀行担保（共通担保）

３．発行金融機関の承認、登録社債等の指定

  発行金融機関の承認および代用証書を発行しうる登録社債等の指定は、日本銀行

が行う。

４．発行金融機関の発行取扱の廃止、登録社債等の指定の取消

  発行金融機関からの申し出による発行取扱の廃止については、発行金融機関がそ

のために必要な事項を日本銀行の承認を受けて定める。

  また、日本銀行が必要と認める場合には、相当の予告期間をもって、発行取扱の

廃止または指定の取消を行う。

  発行取扱の廃止（または指定の取消）に際しては、発行金融機関は、相当の予告

期間をもって、参加業者との間の一切の（または当該登録社債等に係る）信託関係

を終了する。

５．対象債券

利付金融債および政府保証債

以    上



資料３

平成１４年２月２１日

三菱信託銀行

作成基準日：02/02/01

投信コール・日銀ネット備考欄コード一覧
備考

ｺｰﾄﾞ
会　社　名

備考

ｺｰﾄﾞ
会　社　名

６０１ 野村アセットマネジメント ６５１ エイチ・エス・ビー・シー投信投資顧問

６０２ 日興アセットマネジメント ６５２ チューリッヒ・スカダー投資顧問

６０３ ＵＦＪパートナーズ投信 ６５３ シティグループ・アセット・マネジメント

６０４ 大和証券投資信託委託 ６５４ プルデンシャル投信

６０５ ６５５ ステート・ストリート投信投資顧問

６０６ 新光投信 ６５６

６０７ 三洋投信委託 ６５７ クレディ・アグリコル アセットマネジメント

６０８ 第一勧業アセットマネジメント ６５８ エスジー山一アセットマネジメント

６０９ 日本投信委託 ６５９ しんきんアセットマネジメント投信

６１０ 大同ライフ投信 ６６０

６１１ 国際投信投資顧問 ６６１ ﾋﾞｰ･ｴﾇ･ﾋﾟｰ･ﾊﾟﾘﾊﾞｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

６１２ 明治ドレスナー･アセットマネジメント ６６２

６１３ あさひ東京投信 ６６３ ジーイー・アセットマネジメント

６１４ ６６４ 住信アセットマネジメント

６１５ スミセイ グローバル投信 ６６５ フランク・ラッセル投信

６１６ ６６６ 三井住友海上アセットマネジメント

６１７ ｼﾞｪｰ･ﾋﾟｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ・ﾌﾚﾐﾝｸﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ６６７ 安田ペインウェバー投信

６１８ インベスコ投信投資顧問 ６６８ 朝日ライフ アセットマネジメント

６１９ ６６９

６２０ シュローダー投信投資顧問 ６７０ ｴｰﾋﾞｰｴﾇ･ｱﾑﾛ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信

６２１ クレディ・スイス投信 ６７１ さわかみ投信

６２２ 大和住銀投信投資顧問 ６７２ アイエヌジー投信

６２３ さくら投信投資顧問 ６７３ 住友ライフ・インベストメント

６２４ ６７４ ユナイテッド投信

６２５ 農林中金全共連アセットマネジメント ６７５ トヨタアセットマネジメント

６２６ 富士投信投資顧問 ６７６ ｴﾑｴﾌｴｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

６２７ ６７７

６２８ ６７８ 日立投資顧問

６２９ ニッセイアセットマネジメント ６７９ 三井生命グローバルアセットマネジメント

６３０ ６８０ スパークス・アセット・マネジメント投信

６３１ ﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信 ６８１ 中央三井アセットマネジメント

６３２ フィデリティ投信 ６８２ 三菱信アセットマネジメント

６３３ ベアリング投信投資顧問 ６８３ ピーシーエー・アセット・マネジメント

６３４ ドイチェ・アセット・マネジメント ６８４ ピムコ ジャパン

６３５ ゴールドマン・サックス投信 ６８５ ﾒﾛﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ

６３６ ガートモア・アセットマネジメント ６８６ アクサ・インベストメント・マネージャーズ

６３７ ロスチャイルド投信投資顧問 ６８７ ﾌﾗﾝｸﾘﾝ･ﾃﾝﾌﾟﾙﾄﾝ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ

６３８ ６８８ ＵＦＪアセットマネジメント

６３９ ｱﾗｲｱﾝｽ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ ６８９ あおぞらアセットマネジメント

６４０ エイアイジー投信投資顧問 * 日本ビルファンドマネジメント

６４１ 東京三菱投信投資顧問 * ジャパンリアルエステイトアセットマネジメント

６４２ ピクテ投信投資顧問 * 三菱商事・ユービーエス・リアルティ

６４３ メリルリンチ・インベストメント・マネジャーズ * シンプレックス・アセット・マネジメント

６４４ コメルツ投信投資顧問 * オリックス・アセットマネジメント

６４５ 安田火災グローバル投信投資顧問 * 東京リアルティ・インベストメント・マネジメント

６４６ ｸﾚﾃﾞｨ･ﾘﾖﾈ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ投信 * 日本総合ファンド

６４７ 興銀第一ライフ・アセットマネジメント * ウィンカムプロパティー投信

６４８ バークレイズ・グローバル・インベスターズ投信 * オフィスリートアセットマネジメント

６４９ 東京海上アセットマネジメント投信 * 東京リート投信

６５０ ユービーエス・アセット・マネジメント

*投信協会コードに備考コードとして入力不可である英字が入っているため、ブランクで対応



資料４

コール取引方法の歴史(明治から大正期)

１． 歴史

Ｍ２６年頃  東京手形売買所と称する支店銀行14 行の会合ができ、毎日一定の場所に

           集まり極く短期の資金のやりとりをし相互の金融の便宜を図った。これ

           がわが国のコール取引の走りと言える。

Ｍ３２年    諸井手形部が開業（営業範囲：手形売買、コールマネー等）

           ビルブローカーが開業した理由は、コールマネーは重要であるとの認識

           があったにもかかわらず、大銀行を中心とした幾つかの金融系統を形成

           し、限られた範囲でコール取引が実施されていた弊害を是正するため。

Ｍ３４年    金融恐慌

Ｍ３５年    藤本ビルブローカーが開業（営業範囲：手形売買、コールマネー又は借

          入金を主たる営業資金として、これを手形割引及び貸付に放出すること等）

Ｔ３年      第一次世界大戦勃発

    Ｔ12 年     関東大震災

    Ｔ15 年頃   コールの放出は大部分がブローカーによって取扱われ、直取りは極めて

               希であった。また、自己計算ブローカーと仲介ブローカーの取扱比率は

               各々42％、58％であった。

２． コール取引の定義

○ コールローンとは「何時にても容易に回収するを得べきことを意味する貸金の総称」

にして、目的は「預金に対する支払準備金の一種として」保有すること。（Ｍ35 年「大

阪銀行通信録」三井銀行米山梅吉論文より）

３． Ｍ３５年頃の取引方法（Ｍ36年諸井時三郎著「コールマネーの発達」より）

○ 取引が成立すると、取り手からビルブローカー宛て預金証書を発行し、取り手はビ

ルブローカーからこれと引き替えに出し手銀行宛の小切手を受け取る。取り手はこ

の小切手を交換所へ提出し取引が終了した。

○ 期限は予め定めるものもあるが、多くは徳義上 1 週間は据置きにして、それ以後は

前日の通知をもって出し手・取り手どちらからでも終了する旨随意に申出て、出し

手は預金証書を申出日の翌日に交換所へ持出して取引は終了した。

○ なお、利子については、取り手からコール資金の返却を請求した場合は返金当日ま

で支払うが、出し手から請求があった場合は前日までの利子を受け取った。



４．大正時代前半期の取引方法（Ｔ5年遠藤白嶺著「コール取引を論ず」より）

○ ビルブローカーは常に取引銀行間を連絡し注文を取り、出し手と取り手の需給を調

節。(電話にて実施)

○ 取引が成立すると、ビルブローカーは取り手に対してコールローン取組表なる報告

書を後日の証拠として交付した。

○ 取引成立後の資金授受の方法は、ブローカーの仲介または直接取引の場合は、取り

手は出し手に対して直接預金手形（自己宛小切手もまれにあった）を渡し、これと

引き換えに出し手から小切手を受領した。

○ ビルブローカーが自己でマネーを取り入れる場合は、出し手に対し自己あて為替手

形を交付してこれと引き換えに小切手を受領し、ついでその資金をローンとして放

出する場合は、取り手から預金手形（または自己宛小切手）を受け取って、それと

引き換えに小切手を交付した。

○ その決済は小切手並びに預金手形または為替手形を交換所に持出して行っていた。

５．結論

○ Ｍ35 年頃のコール取引の方法、大正時代前半の取引方法双方において、コール取引

の際、取り手から手交された預金証書並びに預金手形等は交換所に持出され、決済

のために使用されていたことが分かる。

○ 現在のコール取引の決済は手形決済で行わず、日銀ネット上で行われており、歴史

的背景も勘案し、コール取引において手形が必要かどうか議論すべきと考える。

(参考文献)

短資協会編「短資市場 70 年史」

以上



資料５

平成 13 年 11月 13 日

財務省理財局 御中

短期金融市場取引活性化研究会

交付税特会証書貸付債権の日銀担保適格化について

  当研究会では、国債の市場取引の増加を受け、市場参加者における日銀担保種類の拡大

のニーズが強いことから、掲題について日本銀行に要望書を提出してまいりましたが、下

記のとおり、いまだ認めていただいておりません。

  貴省におかれましても、私ども市場参加者のニーズをご理解いただき、交付税特会証書

貸付債権の譲渡性改善などにつき、宜しくご高配を賜りたくご依頼申し上げます。

記

＜日本銀行への要望＞

交付税特会証書

貸付債権の与信

担保適格対象化

○ 従来より要望している内容であるが、各業態からの要望が強い為、

再度依頼するもの。

○ 信用面から適格担保として適当と考えられる。

＜日本銀行からの回答＞

同上

○ 本行が適格とする担保は、信用度や市場性等に優れた有価証券とす

るというのが基本的考え方であり、現状譲渡性の面で有価証券に劣

る証書貸付債権については、手形借入が構造的に減少をみている民

間企業に対する債権に限って認めているものです。

以上



資料６

平成 14 年 2月 21 日

各   位

みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ

富士銀行

ＣＰ新現先に関する基本契約書、及び付属覚書について

 本年 4月 1日より、日本証券業協会が“「債券等の条件付売買取引の取扱について」（理事

会決議）一部改正について（平成 12 年 10 月 31 日付）”にて示している通り、債券等の現

先取引の形態が、従来の個別契約方式から、リスク・コントロール条項等を加えた基本契

約書を事前に締結した上で、個別取引明細書を現先取引の都度交付するといったかたちへ

と変更となります。

 本件対応におけるＣＰ現先の取扱については、上記理事会決議一部改正と同日に示された

「現先取引の整備・拡充についてのパブリックコメント」にて日本証券業協会の見解が示

されており、“取引対象債券等の商品性を考慮し、当事者間の合意に基づき当該契約書等に

リスク・コントロール条項を記載しないことで対応することも可能”と示されております。

 さらに、本年 1 月 10 日には、日本証券業協会より“リスク・コントロール条項等を適用

しない場合の基本契約書への手当ての方法”も示されております。

 同協会の上記通知を踏まえ、弊行は、ＣＰ新現先対応として以下の基本契約書、並びに付

属覚書を作成した次第であります。

（1） 日本証券業協会の参考様式をそのまま使用した基本契約書、及びＣＰ付属覚書

（2） （1）の基本契約書からリスク・コントロール条項等を削除した基本契約書、及びＣ

Ｐ付属覚書

（3） （2）の基本契約書から債券に関わる条文を削除・修正した CP 現先専用の基本契約書、

及びＣＰ付属覚書

 弊行は、上記（1）での契約締結を基本としながらも、現先取引顧客の必要性に合わせ、（2）

（3）の使用も念頭に置き、対応致したいと考えております。

 これらの基本契約書、及び付属覚書については、あくまでも弊行の対応案であり、証券会

社等の使用する様式と異なるケースもございます。各行、各社の皆様におかれましては、

内容を十分にご検討の上、ご対応いただきますようお願い申し上げます。特にスタート、

及びエンド金額の算出方法については、各行、各社ごとにご判断が必要かと存じます。

以上



資料７

平成 13 年度議題一覧

4 月 26 日(第 1 回)

（１） 国債決済のＲＴＧＳ化に関する追加措置の実施スケジュールについて

（２） 利付金融債の代用証書の今後の取扱について

（３） 今年度の運営について

（４） その他

○昨年度の取り纏め事項の全銀協ホームページ掲載について

5月 24 日(第 2 回)

（１） 今年度の研究・検討事項のアンケート結果とスケジュール

（２） 利付金融債の代用証書の今後について

（３） その他

○統一リファレンス番号について

○ＣＰのペーパーレス化法案の状況について

6月 28 日(第 3 回)

（１） ＣＬＳの概要並びに短期金融市場に与える影響について

（２） 利付金融債の代用証書の今後の取扱について

（３） 統一リファレンス番号について

（４） 日銀ネットＲＴＧＳ化等に係る要望について

（５） 短資取引担保センターの今後について

7月 25 日(第 4 回)

（１） 日銀ネットに係る要望について

（２） 短資取引担保センターの今後について

（３） 日中コール市場活性化について

9月 4日(第 5回)

（１） 短資取引担保センターの今後について

（２） 日中コール市場活性化について

（３） 短資取引におけるコール刻み幅について

（４） 投信コール・日銀ネット備考欄コード一覧について

9月 27 日(第 6 回目)

（１） 日銀ネットに係る要望についての日本銀行からの回答

（２） 短資取引担保センターの今後について

（３） 日中コール市場活性化について

（４） コール取引の手形レスについて



10 月 24 日(第 7 回)

（１） 担保センターを利用した有担保コール取引の今後について

（２） 日銀ネットに係る要望について

（３） 日中コール取引の標準物について

（４） コール取引の手形レスについて

11 月 27 日(第 8 回)

（１） 短資取引担保センターの今後について

（２） 日中コール取引の標準物について

（３） 短資経由のコール取引の手形レスについて

（４） 交付税特会証書貸付債権の日銀担保適格化について

（５） 短取研の要望に対する日銀の対応について

12 月 20 日（第 9回目）

（１） 短資取引約定確認システムの利用料金について

（２） 短資経由のコール取引の手形レスについて

（３） 交付税特会証書貸付債権の日銀担保適格化について

（４） 全銀協 TIBORリファレンスバンク指定金融機関の募集について

1月 25 日（第 10 回目）

（１） 短期社債等の決済実務について

（２） 短資経由のコール取引の手形レスについて

（３） 新担保センター検討状況の報告について

2月 21 日（第 11 回目）

（１） 短資取引約定確認システムの利用料金について

（２） ＣＰ新現先について

（３） 短資経由のコール取引の手形レスについて

（４） 投信コール・日銀ネット備考欄コード一覧について

（５） その他

3月 20 日(第 12 回目)

（１） 今年度取り纏め資料について

（２） 来年度運営について

（３） その他



資料8

平成13年度研究会構成メンバー

金 融 機 関 名 役   職   名 氏     名

富 士 銀 行 資金部次長 樋 口 一 成

三 井 住 友 銀 行 （ ～ 9 月 ）
市場営業統括部
ＡＬＭ企画ｸﾞﾙｰﾌﾟ長

斎 藤 淳 一

UFJ 銀 行 (10 月 ～ ） 資金部次長 廣 中 享 二

横 浜 銀 行 金融市場部ｸﾞﾙｰﾌﾟ長 岩 永 健

三 菱 信 託 銀 行
総合資金部資金ｸﾞﾙｰﾌﾟ
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾏﾈｰｼﾞｬｰ

伊 藤 浩 一

日 本 興 業 銀 行 総合資金部次長 青 砥 政 孝

ド イ ツ 銀 行
ディレクター
トレジャリー

京 谷 憲

殖 産 銀 行 東京事務所副長 本 間 正 徳

信 金 中 央 金 庫 市場運用部円貨運用ｸﾞﾙｰﾌﾟ次長 飛 田 和 宣

資金為替部部長代理（～6月） 三 好 正 司

資金為替部部長代理(7月～） 新 分 敬 人

日 興 ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 資金・円債トレーディング室長 高 橋 章

大 和 証 券 Ｓ Ｍ Ｂ Ｃ 財務部次長 小 原 明 美

日 本 生 命 保 険 ( ～ 6 月 ） 資金証券部課長 三 輪 恭 嗣

第 一 生 命 保 険 （ 7 月 ～ ） 有価証券部資金債券グループ課長 高 山 信 一

三井海上火災保険（～6月） 財務企画部資金グループ長 久 保 建 一

住友海上火災保険（７～9月） 財務企画部資金チーム課長 木 村 均

三井住友海上火災保険（10月
～ ）

財務企画部資金グループ課長 久 保 建 一

東 京 短 資
営業本部
執行役員営業部長

渡 辺 昇

農 林 中 央 金 庫


